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福 祉 保 健 部 所 管 施 設 広 告 掲 出 要 領

平 成 2 0年 ８ 月 ５ 日

福 祉 保 健 部 長 決 裁

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 要 領 は 、 秋 田 市 広 告 掲 載 要 綱 （ 平 成 1 9年 1 0月 3 1日 市 長 決 裁 ）

第 ５ 条 、 第 ６ 条 お よ び 第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 福 祉 保 健 部 が 所 管 す る 施

設 （ 以 下 「 施 設 」 と い う ） 内 部 の 壁 面 等 へ の 広 告 物 の 掲 出 （ 以 下 「 広。

告 掲 出 」 と い う ） に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。。

（ 定 義 ）

第 ２ 条 こ の 要 領 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る 。

( 1 ) 壁 面 等 施 設 内 部 の 壁 面 、 床 面 、 天 井 、 柱 、 階 段 そ の 他 施 設 内 部 の

構 造 物 の 表 面 を い う 。

( 2 ) 許 可 地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2年 法 律 第 6 7号 ） 第 2 3 8条 の ４ 第 ７ 項 の 規

定 に よ る 行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 許 可 を い う 。

( 3 ) 広 告 物 の 内 容 広 告 物 で 使 用 さ れ て い る 表 現 、 文 言 、 デ ザ イ ン 、 色

使 い 等 を い う 。

（ 広 告 掲 出 の 基 準 ）

第 ３ 条 掲 出 す る 広 告 物 は 、 秋 田 市 広 告 掲 載 基 準 （ 平 成 1 9年 1 0月 3 1日 市 長

決 裁 。 以 下 「 基 準 」 と い う ） に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。。

（ 広 告 掲 出 の 場 所 、 方 法 等 ）

第 ４ 条 広 告 掲 出 を 行 う 場 所 お よ び 位 置 は 、 施 設 の 用 途 又 は 目 的 を 妨 げ な

い 限 度 に お い て 、 当 該 広 告 媒 体 を 所 管 す る 課 所 室 長 （ 以 下 「 課 所 室 長 」

と い う ） が 定 め る も の と す る 。。

２ 広 告 物 の 形 状 、 規 格 、 表 示 方 法 、 付 帯 条 件 等 は 、 施 設 の 用 途 又 は 目 的

を 妨 げ ず 、 か つ 、 施 設 の 実 状 に 適 合 す る 限 度 に お い て 、 課 所 室 長 が 定 め

る も の と す る 。

（ 広 告 物 の 製 作 、 掲 出 お よ び 撤 去 ）

、 、 、第 ５ 条 掲 出 す る 広 告 物 の 経 費 は 広 告 主 が 負 担 す る も の と し 広 告 主 は
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課 所 室 長 の 指 定 す る 仕 様 に 従 っ て 製 作 し 、 掲 出 お よ び 撤 去 す る も の と す

る 。

２ 広 告 主 は 、 広 告 掲 出 お よ び 撤 去 を 行 お う と す る と き は 、 課 所 室 長 と 協

議 の 上 、 施 設 の 用 途 又 は 目 的 も し く は 施 設 の 業 務 に 支 障 が 生 じ な い よ う

日 程 お よ び 工 程 等 を 決 定 し 、 施 工 す る も の と す る 。

３ 広 告 物 の 撤 去 に よ り 施 設 の 壁 面 等 の 塗 装 、 構 造 等 を き 損 し 、 又 は 破 損

し た と き は 、 広 告 主 が 経 費 を 負 担 し て 原 状 回 復 す る も の と す る 。

（ 広 告 掲 出 の 募 集 ）

第 ６ 条 広 告 主 の 募 集 は 、 課 所 室 長 が そ の 期 間 、 場 所 、 位 置 、 枠 数 、 掲 出

条 件 等 を 決 定 の 上 、 適 切 な 方 法 で 行 う も の と す る 。

（ 広 告 掲 出 の 審 査 ）

第 ７ 条 課 所 室 長 は 、 広 告 掲 出 を 行 お う と す る 者 に 対 し て 、 広 告 物 の 内 容

を 記 載 し た デ ザ イ ン 素 材 、 ラ フ ・ ス ケ ッ チ そ の 他 審 査 の 合 否 を 判 断 す る

た め 必 要 な 資 料 の 提 出 を 求 め 、 審 査 を 行 う も の と す る 。

２ 前 項 の 審 査 の 結 果 、 広 告 物 の 内 容 等 が 基 準 に 抵 触 し 、 又 は そ の お そ れ

が あ る と 認 め る と き は 、 広 告 掲 出 を 行 お う と す る 者 に 対 し て 広 告 物 の 内

容 等 の 変 更 を 求 め る こ と が で き る 。

（ 広 告 掲 出 の 許 可 ）

第 ８ 条 前 条 第 １ 項 の 審 査 に 合 格 し た 者 は 、 秋 田 市 財 務 規 則 （ 平 成 ９ 年 秋

田 市 規 則 第 3 7号 ） に 規 定 す る 行 政 財 産 の 使 用 許 可 手 続 等 に よ り 市 長 の 許

可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 広 告 掲 出 料 ）

第 ９ 条 広 告 主 が 、 広 告 掲 出 に 伴 い 市 に 納 入 す る 広 告 掲 出 料 は 次 の 各 号 に

定 め る も の と す る 。

( 1 ) 広 告 料 （ 広 告 取 扱 に 係 る 料 金 で 、 類 似 広 告 の 市 場 価 格 等 を 勘 案 す る

な ど し て 課 所 室 長 が 定 め る も の と す る ）。

( 2 ) 使 用 料 （ 広 告 の 設 置 に 伴 う 行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 許 可 に 係 る 料 金 で

秋 田 市 行 政 財 産 使 用 料 条 例 （ 昭 和 5 1年 秋 田 市 条 例 第 2 4号 ） の 規 定 に 従

い 算 定 し た も の と す る ）。
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２ 広 告 掲 出 料 は 、 市 が 発 行 す る 納 入 通 知 書 に よ り あ ら か じ め 指 定 し た 期

日 内 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

（ 広 告 掲 出 の 期 間 ）

第 10条 広 告 掲 出 の 期 間 は 、 １ 月 単 位 と す る 。

２ 広 告 主 が 希 望 す る 場 合 は 、 複 数 月 の 広 告 掲 出 を 認 め る こ と が で き る 。

（ 広 告 物 の 内 容 等 の 修 正 ）

第 1 1条 課 所 室 長 は 、 広 告 物 の 内 容 等 が 各 種 法 令 等 に 違 反 し て い る 、 又 は

そ の お そ れ が あ る 、 も し く は 基 準 に 抵 触 し て い る と 判 断 し た と き は 、 い

つ で も 、 広 告 主 に 対 し て 広 告 の 内 容 等 の 修 正 を 求 め る こ と が で き る 。

（ 広 告 物 の 内 容 等 の 変 更 ）

第 12条 広 告 主 は 、 掲 出 し た 広 告 物 の 内 容 等 を 変 更 す る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 変 更 す る 場 合 は 、 あ ら か じ め 第 ７ 条 と 同 様 の 審 査 を

受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 広 告 掲 出 の 許 可 の 取 消 し 又 は 停 止 ）

第 1 3条 市 長 は 、 次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 に は 、 広 告 主 へ の 催 告 そ の 他 の

手 続 を 要 す る こ と な く 広 告 掲 出 を 取 り 消 し 、 又 は 各 号 に 掲 げ る 事 由 が 解

消 さ れ る ま で の 期 間 、 広 告 掲 出 を 停 止 す る こ と が で き る 。

(1 ) 指 定 す る 期 日 ま で に 広 告 掲 出 料 の 納 付 が な い と き 。

(2 ) 指 定 す る 期 日 ま で に 広 告 の 掲 出 が な い と き 。

(3 ) 第 1 1条 の 規 定 に よ る 広 告 物 の 内 容 等 の 修 正 に 応 じ な い と き 。

( 4 ) 広 告 物 の 内 容 等 が 、 各 種 法 令 又 は 基 準 に 違 反 し て い る 、 も し く は そ

の お そ れ が あ る と き で 、 第 1 1条 の 規 定 に よ っ て も 解 消 で き な い と き 。

(5 ) そ の 他 、 広 告 掲 出 の 継 続 が 適 切 で な い と 判 断 し た と き 。

２ 広 告 主 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 広 告 掲 出 の 許 可 の 取 消 が な さ れ た 場 合 、

速 や か に 当 該 広 告 物 を 撤 去 し な け れ ば な ら な い 。

（ 広 告 掲 出 の 取 り 下 げ ）

第 1 4条 広 告 主 は 自 己 の 都 合 に よ り 広 告 掲 出 を 取 り 下 げ る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 広 告 掲 出 を 取 り 下 げ る と き は 、 広 告 主 は 書 面 に よ り

あ ら か じ め 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。
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３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 広 告 掲 出 を 取 り 下 げ た 場 合 は 、 納 付 済 み の 広 告 掲

出 料 は 返 還 し な い 。

（ 損 害 賠 償 責 任 ）

第 1 5条 広 告 主 は 、 広 告 掲 出 方 法 の 瑕 疵 等 自 己 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ

り 、 施 設 を き 損 し 、 又 は 破 損 し 、 も し く は 利 用 者 等 に 損 害 を 与 え た と き

は 、 誠 意 を 持 っ て 損 害 賠 償 等 に あ た る 責 務 を 有 す る 。

（ 広 告 掲 出 料 の 還 付 ）

第 1 6条 既 に 納 付 し た 広 告 掲 出 料 は 、 還 付 し な い 。 た だ し 、 広 告 主 の 責 め

に 帰 す こ と が で き な い 事 由 に よ り 、 広 告 掲 出 を 停 止 し 、 又 は 許 可 を 取 り

消 し た と き は 、 こ の 限 り で は な い 。

２ 還 付 す る 額 は 、 広 告 掲 出 に 係 る 期 間 を １ 月 単 位 で 認 定 し 算 出 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 広 告 掲 出 の 期 間 に １ 月 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 １ 月

と し て 算 出 す る 。

（ 広 告 主 の 責 務 ）

第 1 7条 広 告 主 は 、 広 告 の 内 容 等 、 掲 載 さ れ た 広 告 に 関 す る 一 切 の 責 任 を

負 う も の と す る 。

２ 広 告 主 は 、 広 告 の 内 容 等 が 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 す る も の で は な い こ と

お よ び 広 告 の 内 容 等 に 関 る 財 産 権 の す べ て に つ き 権 利 処 理 が 完 了 し て い

る こ と を 、 市 に 対 し て 保 証 す る も の と す る 。

３ 第 三 者 か ら 、 広 告 に 関 連 し て 損 害 を 被 っ た と い う 請 求 が な さ れ た 場 合

は 、 広 告 主 の 責 任 お よ び 負 担 に お い て 解 決 す る こ と と す る 。

（ 委 任 ）

第 18条 こ の 要 領 に 定 め の な い も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 要 領 は 、 平 成 2 0年 ８ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。


